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電話の「ユニバーサルサービス制度」の開始に伴うご負担金に関するお知らせ 

 
 

株式会社ジュピターテレコム（J:COM、本社：東京都港区、代表取締役社長 最高経営責任者：森

泉 知行）は 2007年 1月から、ユニバーサルサービス制度の開始に伴い、本制度の支援業務機

関(*1)であるTCA（電気通信事業者協会）に負担金を納め、サービス提供維持に協力することとな

りました。これにより、固定電話サービス「J:COM PHONE」ご加入のお客様に 2007年 1月分か

ら「ユニバーサルサービス料」のご負担をお願いすることといたしました。 

 

全国どこでも公平に、安定して利用できる電話サービスは「ユニバーサルサービス」と呼ばれ、現

在、ＮＴＴ東日本・西日本が法律により責務として提供しています。今回、このサービスの提供確保

に必要な費用を電話会社 54社で応分に負担する「ユニバーサルサービス制度」がスタートするこ

とに伴いまして、当社グループも、TCAに負担金を納めます。 

 

本負担金はお客様がご利用の電話番号ごとに 1電話番号当り月額 7円を弊社が支払うものであ

りますが、最終的にお客様がご利用になるサービス費用の一部となるため、当社グループは

2007年 1月以降、お客様にご利用の 1電話番号当り月額 7円（税込 7.35円）をご負担いただく

ことといたしましたのでお知らせ申し上げます。 

 

＊なお、J:COM下関のお客様につきましては、本お知らせの対象外となります。 

 

 
 
 
 
 
                                                  
(*1) 電気通信事業法第 106条に基づき、総務大臣から"社団法人 電気通信事業者協会"がユニバーサルサー
ビス制度の運営に携わる支援機関として指定されています 



＜参考資料＞ 
 

1. 電話の「ユニバーサルサービス制度」とは 
電話の「ユニバーサルサービス」とは、法律(*2)において「国民生活に不可欠であるため、あまねく

日本全国における提供が確保されるべき」と定められているサービス（基礎的電気通信役務）で

す。 

 

具体的なサービスについては、総務省令(*3)において、 

 

・ 加入電話のうちの加入者回線（基本料）、特例料金が適用される離島特例通話及び警察１１

０番・海上保安庁１１８番・消防１１９番の緊急通報 

・ 公衆電話のうちの社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から

設置される第一種公衆電話について、当該公衆電話から利用可能な市内通話、特例料金が

適用される離島特例通話及び警察１１０番・海上保安庁１１８番・消防１１９番の緊急通報 

 

以上の各サービスが指定されています。 

 

2. ユニバーサルサービス制度の概要 
ユニバーサルサービス制度は NTT 東日本・西日本が加入電話などのユニバーサルサービスの

提供を確保するために必要な費用を、電話会社全体で応分に負担する仕組みです。 

ユニバーサルサービスの提供確保に必要な費用については、お客様がご利用になる電話番号の

数に応じて、1 電話番号当り 7 円／月(*4)が、当社グループからユニバーサルサービス支援機関

（TCA）を通じて、NTT東日本・西日本に支払われます。電話番号当りの負担額（番号単価(*5)とい

います）は、NTT東日本・西日本に対して必要とされる補てん額をもとに、ユニバーサルサービス

支援機関が算定します。 

 

3. ユニバーサルサービス制度の必要性 
ユニバーサルサービスの提供の確保はNTT東日本・西日本の法律上の責務(*6)とされ、これまで

は、NTT東西自身の負担で維持されてきました。しかし、昨今、携帯電話やIP電話の普及および

新サービスの登場、電話サービスの競争の進展等により、電話会社間の競争が進展し、利用者

料金の低廉化や利用者利便が向上した一方で、都市部以外の、山間地をはじめとした採算がと

                                                  
(*2) 電気通信事業法第 7条 
(*3) 電気通信事業法施行規則第 14条 
(*4) 平成19年1月～6月間の月額番号単価であり、本番号単価は1年に2回の見直しが予定されています。 
(*5) 番号単価はユニバーサルサービス支援機関であるTCAのホームページにて公表されております。詳細
は関連URLをご参照下さい 
(*6) 日本電信電話株式会社等に関する法律第 3条 



れない地域では、今後、NTT東西の負担だけではユニバーサルサービスの提供を確保すること

が難しくなるおそれが出て参りました。このため、将来にわたり引き続いて、利用者が公平で安定

的にユニバーサルサービスを利用できるように、電話会社全体で費用を負担し合うことにしたもの

です。 

 

4. 関連 URL 
＊総務省 ユニバーサルサービス制度 

        http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/universalservice/index.html 

＊社団法人電気通信事業者協会 ユニバーサルサービス支援業務 

        http://www.tca.or.jp/universalservice/index.html

 
 

 

 

J:COMについて http://www.jcom.co.jp/

株式会社ジュピターテレコム（J:COM）は、1995 年に設立された国内最大手のケーブルテレビ局統括運営会社で

す。札幌、関東、関西、九州エリアの 25 社 41 局を通じて 226 万世帯以上*（2006 年 10 月 31 日現在）のお客様に

ケーブルテレビ、高速インターネット接続、固定電話、移動体通信の 4 サービスを提供しています。ホームパス世

帯（敷設工事が済みいつでも加入頂ける世帯）は約820万世帯*（2006年10月31日現在）です。主要株主は住商

/LGI スーパーメディア, LLC.で、ジャスダック証券取引所に上場しています（コード番号: 4817）。 

*ケーブルウエストの加入世帯数は含まず。 

 

この発表文にはジュピターテレコムおよびその関係会社の将来または将来の経営予測に関する事項が含まれています。この発

表文で述べまたは暗示しているこれらの事項には、各種のリスク・不確定な要素などが含まれており、従って、将来における当

社の今後の実績・活動内容・業績などの実質的結果と異なることがあります。 

 

当リリースについてのお問合せは、下記までお願いします。 

株式会社ジュピターテレコム 広報部 03-6765-8204 

 

http://www.tca.or.jp/universalservice/index.html
http://www.jcom.co.jp/
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